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回収できます 主なもの 出し方 

金属類 
 鉄類、アルミ製品、ステンレス、

銅、真鍮や、石油ストーブ・電子レ

ンジなど外装が金属製の家電 

そのまま出してください 

空き缶 
 缶詰、一斗缶、使用済スプレー缶、

カセットボンベ 

透明な袋に入れてください。 
使用済スプレー缶、カセットボン
ベは使い切って穴を開けずに出
してください。 

自動車部品 

自転車など 

 鉛バッテリー、ホイール、アルミホ

イール付タイヤ、自転車、農機具 
そのまま出してください 

廃油 
 エンジンオイル（ガソリン、混合油、

軽油、灯油は回収できません） 

混ぜないで一斗缶などの金属製

の容器に入れてください 

使用済 

小型家電 

 ノートパソコン、液晶ディスプレイ、
DVD プレーヤ、BS アンテナ、携帯
電話、ゲーム機など 

乾電池・インク等を外して出して
ください。 

登録されたデータは必ず消去し
てください。 

新聞紙 
 

新聞紙、雑誌、段ボール 

紙以外のもの（ビニール、アルミ
がついている紙など）、汚れた段
ボールは回収できません。 
紙ひもで縛って出してください。 

雑紙 
 トイレットペーパーの芯、紙箱（ティ

ッシュ、お菓子等）、包装紙、紙箱、
牛乳パック、封筒など 

紙ひもで縛るか、紙袋に入れて
出してください。 
牛乳パックは牛乳パックだけで
まとめて出してください。 

びん類 
 一升びん（茶色、緑色のみ） 

ビールびん（大びんのみ） 
そのまま出してください 

発泡 

スチロール  

発泡スチロール製緩衝材、保冷箱

など 

複数まとめて出す場合は、小さ
なものは透明な袋に入れ、おお
きなものはひもで縛って出してく
ださい。 

廃食用油 
 

植物性の廃食用油のみ 

ラードなど動物性油は回収対象外 

ペットボトル等に廃食用油を入
れて持ち込んでください。 

回収できません 主なもの 

家電リサイク

ル法対象品 

 洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、テ

レビ、エアコン 

生活用品 
 布団、カーテン、たんす、ソファ、じ

ゅうたんなど木製品や布製品 

衣料品、靴

下、作業着、

靴、カッパ等 

 
衣類、カバン、靴下、作業着、ぬい

ぐるみ、靴、長靴、カッパなど 

その他 

 
左記以外のびん類、ビニール類、

食器類、消火器、金庫、楽器、プラ
スチック製品（外装がプラスチック
製の家電等）、電池、鏡、スチール

ホイール付タイヤ、ゴム部分だけ
のタイヤ、椅子、電気照明器具、電
気カーペット、電気毛布、プリンタ

ー、建具類、会社・農業など事業に
より生じたもの 

開所日時   毎週日曜日   午前８時から正午まで 
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資源リサイクルステーション案内図 問合せ先（回収業者） 

三川町建設環境課 電話 0235-35-7036 

※回収対象品であっても、汚れている場合は回収できません。 

回収できるかわからないものについては、事前に回収業者に問合せするか、資源リサイク
ルステーション開所時に係員にお問い合わせください。 


